
NACCS（輸入貨物のオンライン申請）
ePhytoの利用方法
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ePhyto試行期間の業務フロー（輸入貨物）
試行期間では従来の紙又は電子媒体の植物検疫証明書が引き続き必須

…NACCSから自動的に送信
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従来の紙又は電子媒体の植物
検疫証明書の提出、及び
試行期間の対象国の場合、
・輸出国のISO2コード
・輸出国で発行されたePhyto
番号（＝植物検疫証明書の
番号）
を入力輸出国
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申請で入力された、 ISO2コード（国コード） 及びePhyto番号によりePhytoが申請に紐付けら
れる
※申請者はNACCSでePhytoの閲覧はできません。引き続き相手国側の輸出者を通じて、植物
検疫の証明情報を入手する必要があります
※ePhytoの内容に不備があれば、申請者による差し替え対応が必要となります（従来と同様で
変更はありません）
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日本は1日に合計16回受信※

植物等検査
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※ePhytoの受信は即時ではな
い。ePhytoHUBへの１日の送
信回数は国ごとに異なる。
日本のePhytoHUBからの受信
回数は、毎日5:00に1回、
8:00から22:00の毎時00分に
各1回ずつの計16回。
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輸入植物検査申請事項登録画面（WebAPS）
1/2

ePhytoの対象国の場合には「有」を選択し、発行国のISO2コードを入力
します。対象国以外の場合は「無」を選択します。
例 米国：US、韓国：KR

申請者（輸入者）側の画面

●

輸入
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輸入植物検査申請事項登録画面（WebAPS）
2/2

ePhyto番号（＝植物検疫証明書番号）を入力します。
１申請に10個のePhyto番号まで入力可能です。
⇒入力したePhyto番号がNACCSに無い（到達していない）場合は申請できません。
一時保存は可能です。

※試行期間の対象国で、ePhytoが輸出国から送信されているはずなのに申請できない場
合は、ISO２コードとePhyto番号を再度確認いただき誤りがなければ、電子植物検疫証明
書（ePhyto）の有無のラジオボタンを「無」に変更し、記事欄に「ePhytoなし」の旨、記載
し申請してください。この場合も、紙の植物検疫証明書が提出されることにより通常通り検査
手続きが行われます。

申請者（輸入者）側の画面
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輸入植物検査申請事項登録画面（NACCSパッケージソフト）

ePhytoの対象国の場合にはePhytoの有無に「Y」を入力し、
発行国のISO2コードを入力します。
例 米国：US、韓国：KR
ePhytoの対象国以外の場合はePhytoの有無に「N」を入力し、
発行国のISO２コードは空欄にします。

ePhyto番号（＝植物検疫証明書番号）を入力します。
１申請に10個のePhyto番号まで入力可能です。
⇒入力したePhyto番号がNACCSに無い（到達していない）場合は申請できません。一時保存
は可能です。
※試行期間の対象国で、ePhytoが輸出国から送信されているはずなのに申請できない場合は、
ISO２コードとePhyto番号を再度確認いただき誤りがなければ、電子植物検疫証明書
（ePhyto）の有無を「N」に変更し、記事欄に「ePhytoなし」の旨、記載し申請してください。この
場合も、紙の植物検疫証明書が提出されることにより通常通り検査手続きが行われます。

申請者（輸入者）側の画面

NACCSパッケージ
ソフトの操作方法
に関してはNACCS
センターにお問い合
わせください
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植物、輸入禁止品等輸入検査申請控（帳票）

申請者（輸入者）・防疫官

有無の表示
有の場合ISO２コード

PC番号 10欄

帳票では、輸出国のISO2
コード、入力されたePhyto
番号（＝植物検疫証明
書の番号）は赤枠部分で
確認できます


